
水資源保全地域水資源保全地域水資源保全地域水資源保全地域のののの指定及指定及指定及指定及びびびび事前届出制度事前届出制度事前届出制度事前届出制度のののの概要概要概要概要    

１１１１    水資源保全地域水資源保全地域水資源保全地域水資源保全地域のののの指定指定指定指定（（（（現行現行現行現行））））    

 ○ 公共の用に供される水（水道原水、農林漁業用水、工業用水、融雪用水等）の

取水地点及びその周辺の区域（国有地は除く。）であって、開発行為が当該取水

地点における取水量に重大な影響を及ぼすおそれのある区域を、知事が「水資源

保全地域」に指定。 

 ■地域指定の流れ 

 

 

 

 

 

２２２２    水資源保全地域における水資源保全地域における水資源保全地域における水資源保全地域における事前届出制度事前届出制度事前届出制度事前届出制度    

 ○ 水資源保全地域内で土地取引等や開発行為を行おうとする場合は、２か月前ま

でに県（総合支庁環境課）に対し届出を行う必要がある。 

 ○ 県は、必要に応じて報告又は資料の提出を求めたり立入調査を行うことができ

るとともに、届出を出さなかったり虚偽の届出をした場合や県の指導に従わない

場合は、勧告・命令、氏名等の公表、５万円以下の過料を科すことができる。 

    (1) (1) (1) (1) 土地取引等土地取引等土地取引等土地取引等にににに係係係係るるるる届出届出届出届出    

   ① 届出の対象 土地売買、土地への権利設定（賃借権、地上権等） 

   ② 届出義務者 現在の土地所有者（土地売買の場合は売主） 

   ③ 届出の時期 契約締結予定日の２か月前まで 

    (2) (2) (2) (2) 開発行為開発行為開発行為開発行為にににに係係係係るるるる届出届出届出届出    

   ① 届出の対象 土石採取、地下水等の採取、建物や工作物の設置 など 

   ② 届出義務者 開発行為を行おうとする者 

   ③ 届出の時期 開発行為の着手予定日の２か月前まで 

 ■届出の流れ 

 

①事前届出（２か月前まで） ②意見聴取
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必要に応じて次のとおり対応

①報告徴収、立入調査

②指導、勧告、開発行為に対する命令

③氏名、内容の公表

④５万円以下の過料

意見聴取意見聴取意見聴取意見聴取    

 

・関係市町村長 

・県環境審議会 

指定予定地域指定予定地域指定予定地域指定予定地域のののの告示告示告示告示・・・・図面図面図面図面のののの縦覧縦覧縦覧縦覧    

 

・場所：県庁､各総合支庁､関係市町村 

・期間：２週間 

 ※縦覧期間中、当該地域の住民等は

意見書を提出することが可能 

指指指指定定定定    

（告示）

市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの    

    調整調整調整調整    

 

・候補地域の 

 選定 

資料１－１ 


